
JP 2010-42155 A 2010.2.25

(57)【要約】
【課題】組織切除等の手技をより容易に行うことができ
る内視鏡用処置具を提供する。
【解決手段】本発明の内視鏡用処置具は、経内視鏡的に
体腔内に挿入されて切開処置を行うための棒状の高周波
ナイフ２と、高周波ナイフ２が前端に接続されたワイヤ
３と、絶縁性材料からなり、ワイヤ３が挿通されるシー
ス４と、シース４の後端が接続された本体と、ワイヤ３
の後端が固定され、本体に対して軸線方向に摺動可能に
配置されたスライダとを備え、高周波ナイフ２は、先端
にシース４の内径よりも大きい外径を有する大径部６を
有することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経内視鏡的に体腔内に挿入されて切開処置を行うための棒状の切開部と、
　前記切開部が前端に接続されたワイヤと、
　絶縁性材料からなり、前記ワイヤが挿通されるシースと、
　前記シースの後端が接続された本体と、
　前記ワイヤの後端が固定され、前記本体に対して軸線方向に摺動可能に配置されたスラ
イダと、を備え、
　前記切開部は、先端に前記シースの内径よりも大きい外径を有する大径部を有すること
を特徴とする処置具。
【請求項２】
　前記大径部は、
　　半球状に形成され、球状面を先端側に向けて先端側に設けられた半球状の半球部と、
　　前記半球部の基端側に、軸線が前記切開部の軸線と平行となるように設けられた円柱
部とを有することを特徴とする請求項１に記載の処置具。
【請求項３】
　軸線に沿って貫通孔を有し、前記シースの先端に取り付けられた筒状の先端部材を更に
備え、
　前記貫通孔の内径は、前記大径部の外径よりも小さいことを特徴とする請求項１又は２
に記載の処置具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置の作業用チャンネルに挿入して使用する内視鏡用処置具に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、経内視鏡的に体腔内に挿入し、高周波電流を通電して粘膜等を切除するニードル
ナイフ（例えば、特許文献１参照。）等を備えた内視鏡用処置具が知られている。このよ
うな内視鏡用処置具は、内視鏡のチャンネルに挿入される絶縁性のシース内に挿通された
ワイヤの先端に、処置を行うニードルナイフ等の切開部が取付けられて構成されている。
切開部はワイヤの基端が固定された操作部材を操作することによって、シースの先端から
突没自在となっている。切開部の形状としては、丸棒状のものが一般的であり、必要に応
じて先端を尖らせたりする加工が行われることもある。
【特許文献１】実開昭６１－１９１０１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の内視鏡用処置具で粘膜等の切除を行う際は、切開部の外周面を粘膜下組織
等に接触させて水平に動かしながら切り進める操作を行う場合がある。しかしながら、切
開部が丸棒状であると外周面は滑りやすく、上記操作中に切開部が滑って組織から離間し
てしまうことがある。このため、当該内視鏡用処置具を用いた切除等の手技は煩雑となり
、熟練を要するという問題がある。
【０００４】
　本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、組織切除等の手技をより容易に行うこ
とができる内視鏡用処置具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の内視鏡用処置具は、経内視鏡的に体腔内に挿入されて切開処置を行うための棒
状の切開部と、前記切開部が前端に接続されたワイヤと、絶縁性材料からなり、前記ワイ
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ヤが挿通されるシースと、前記シースの後端が接続された本体と、前記ワイヤの後端が固
定され、前記本体に対して軸線方向に摺動可能に配置されたスライダとを備え、前記切開
部は、先端に前記シースの内径よりも大きい外径を有する大径部を有することを特徴とす
る。
【０００６】
　本発明の内視鏡用処置具によれば、切開部で組織の切開や剥離を行う際に、大径部が当
該組織やその周囲の組織に係止されるので、切開部の滑り等が防止されてその挙動が安定
する。
【０００７】
　前記大径部は、半球状に形成され、球状面を先端側に向けて先端側に設けられた半球状
の半球部と、前記半球部の基端側に、軸線が前記切開部の軸線と平行となるように設けら
れた円柱部とを有してもよい。この場合、大径部の外面が曲面のみで形成され、内視鏡用
処置具が挿通される内視鏡の作業用チャンネルや、切開部が押し当てられる組織を傷めに
くくしてより安全に使用することができる。
【０００８】
　本発明の内視鏡用処置具は、軸線に沿って貫通孔を有し、前記シースの先端に取り付け
られた筒状の先端部材を更に備え、前記貫通孔の内径は前記大径部の外径よりも小さく設
定されてもよい。この場合、内視鏡用処置具の先端が組織内に埋没しにくくなり、より安
全に使用できるとともに、切開部のうち大径部のみを露出させて各種手技を容易に行うこ
とができる。なお、この場合、前記先端部材の外径は前記シースの内腔の径よりも大きく
設定されるのが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の内視鏡用処置具によれば、組織切除等の手技をより容易に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の一実施形態の内視鏡用処置具（以下、単に「処置具」と称する。）について、
図１から図１６（ｂ）を参照して説明する。
　図１は、本実施形態の処置具１を一部断面で示す図である。処置具１は、前端に高周波
ナイフ（切開部）２が取付けられたワイヤ３と、ナイフ２及びワイヤ３が挿通されたシー
ス４と、ワイヤ３及びシース４を操作するための操作部５とを備えて構成されている。
【００１１】
　高周波ナイフ（以下、単に「ナイフ」と称する。）２は金属等の導体からなる略丸棒状
の部材であり、後述するように、高周波電流が通電されて体腔内組織の切開処置等を行う
ためのものである。ナイフ２のシース４先端からの最大突出長は、処置具１が対象とする
組織の種類等に応じて適宜設定されてよい。例えば、処置具１を胃壁等に対して使用する
場合は、胃壁を貫通することがないように、例えば最大突出長を胃壁の平均的な厚さ以下
の２ミリメートル（ｍｍ）程度に設定するのが好ましい。
【００１２】
　図２は、処置具１の先端付近の拡大断面図である。図２に示すように、ナイフ２は、先
端に径が拡大された大径部６を有する。大径部６は、先端側の半球部６Ａと、半球部６Ａ
の基端側の円柱部６Ｂとを有している。すなわち、大径部６は、先端側の外面が半球面状
であり、その基端側にはナイフ２の軸線に略平行な外周面が形成されている。
【００１３】
　大径部６を除くナイフ２の径は、高周波電流の密度を好適に高めるために、例えば０．
３～０．５ｍｍ程度と細く形成されている。
　大径部６の好適な径については、設定にあたって考慮すべき点がいくつかあるため、そ
の考え方については後述するが、本実施形態の処置具１においては、例えば円柱部６Ｂの
径が０．６ｍｍ程度に設定されている。すなわち、円柱部６Ｂの外周面は、ナイフ２の通
常径の部分（大径部６よりも基端側の領域）の外周面よりも、０．１～０．１５ｍｍ程度



(4) JP 2010-42155 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

径方向外側にせり出しており、大径部６の基端６Ｃはエッジとして突出している。
【００１４】
　ワイヤ３は、トルク伝達性に優れるステンレス鋼等の金属からなり、接続部材７を介し
てナイフ２と一体に固定された状態でシース４に挿通されている。ワイヤ３の基端は操作
部５まで延びている。
【００１５】
　シース４は、樹脂等からなる絶縁性及び可撓性を有する管状部材であるが、内視鏡の先
端からある程度の長さ突出させても、所定の大きさまでの力に対して略直線状の状態を保
てるように、肉厚を厚くする等の方法によって、一般的な処置具に用いられるシースに比
較して若干剛性が高くなるように構成されている。
　図３に示すように、シース４の外周面には、先端から所定の長さの位置に処置具１の組
織への進入の度合いを把握するためのマーカー８が周方向にわたって設けられている。マ
ーカー８は周方向にそって一部に設けられてもよいし、断続的に設けられてもよい。
【００１６】
　シース４の前端には、略筒状の先端部材９が圧入等の手段によって固定されている。先
端部材９は、セラミック、樹脂、ゴム等からなる絶縁性を有する部材で形成されるのが好
ましいが、金属等の表面に絶縁コーティング等を施したものが用いられてもよい。
【００１７】
　図２に示すように、先端部材９は、シース４内に挿入される略円筒状の軸部１０と、シ
ース４の外部に露出するチップ部１１とを有している。軸部１０の外径はシース４の内径
よりも大きく設定されており、軸部１０が挿入されたシース４の先端側は、シース４の他
の領域よりも外径が拡大されている。チップ部１１は、手技中に体腔内の組織等と当接す
ることが多い部位であるため、外面が曲面状に丸められて形成されており、角やエッジを
有さない形状とされている。
【００１８】
　先端部材９には、ナイフ２の通常径とほぼ同一の径を有する貫通孔１１Ａがほぼ軸線に
沿って形成されており、ナイフ２は貫通孔１１Ａに挿通されている。大径部６の外径は貫
通孔１１Ａの径よりも大きいため、ナイフ２を一杯に後退させても大径部６をシース４内
に収容することはできず、図４に示すように、大径部６だけがチップ部１１から突出した
状態となる。
【００１９】
　また、貫通孔１１Ａの基端は僅かに拡径されており、接続部材７が当接可能となってい
る。このため、ナイフ２を一杯に前進させても、ナイフ２は、接続部材７が先端部材９に
当接したところでそれ以上前進不能となり、上述した所定の最大突出長以上シースから突
出することはない。
【００２０】
　図１に戻って、操作部５は、シース４が固定された本体１２と、ワイヤ３の基端が固定
されたスライダ１３とを備えて構成されている。
　本体１２は、略棒状の部材であり、スライダ１３を摺動させるためのガイド溝１２Ａが
軸方向に延設されている。本体１２の後端には、操作時に指を掛けるためのリング１２Ｂ
が設けられている。
【００２１】
　スライダ１３は、本体１２の外周を取り囲む筒状部１４Ａ及び操作時に指を掛けるハン
ドル１４Ｂを有する操作部材１４に、図示しない高周波電源と接続されるプラグ１５が取
付けられて構成されている。ガイド溝１２Ａ内に延びたワイヤ３の後端は、剛性を有する
材料で形成された座屈防止パイプ１６に挿通されている。ワイヤ３及び座屈防止パイプ１
６の後端は、ガイド溝１２Ａの内部で、図示しないネジ等の固定手段によってプラグ１５
と接続固定されている。すなわち、スライダ１３及びワイヤ３は、ガイド溝１２Ａに沿っ
て、軸方向に摺動可能に本体１２に装着されている。
【００２２】
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　上記のように構成された処置具１の使用時の動作について、胃粘膜の切除を行う場合を
例として以下に説明する。
　まず、内視鏡の挿入部を患者等の体腔内に挿入し、挿入部の先端を処置対象の組織付近
まで移動させる。
【００２３】
　ユーザは、処置具１のスライダ１３を一杯に手前（リング８Ｂ側）に引いて後退させ、
ナイフ２の大径部６のみが先端部材９のチップ部１１から突出した状態にする。そして、
シース４の前端を図５に示すように内視鏡１００の操作部に開口した鉗子口１０１から作
業用チャンネル１０２に挿入する。
【００２４】
　このとき、内視鏡１００の挿入部１０３が体腔内で蛇行等していても、図６に示すよう
に、角やエッジのないチップ部１１がまず作業用チャンネル１０２の内壁に接触するため
、作業用チャンネル１０２が傷つくことはない。
　また、大径部６の外径は、強い蛇行等の場合でも作業用チャンネル１０２の内壁と接触
しないように、チップ部１１の外径に対して充分小さい、例えば２分の１程度に設定され
るのが好ましい。なお、万一大径部６が作業用チャンネル１０２の内壁に接触しても、大
径部は半球部６Ａ及び円柱部６Ｂによって曲面状の外面を有しているので、当該内壁を傷
つけにくい。
【００２５】
　さらに、先端部材が挿入された先端部より基端側のシース４は、当該先端部よりも小径
となっているので、シース４と作業用チャンネル１０２との間に充分な間隙が確保され、
作業用チャンネル１０２を用いて送気、送水或いは吸引等を効率よく行うことができる。
【００２６】
　内視鏡１００から処置具１の先端を突出させた後、ユーザはプラグ１２に図示しない電
源コードを接続する。電源コードは、処置具１を内視鏡１００に挿入する前に、あらかじ
め接続しておいてもよい。
【００２７】
　処置対象組織とその周囲の処置対象外の組織とが外見上見分けがつきにくい等の場合、
ユーザは必要に応じて、処置対象の組織の周囲にマーキングを行って対象組織と対象外の
組織との境界を視認しやすくする。以下、図７（ａ）から図７（ｃ）を参照してマーキン
グの手順の一例を説明するが、図７（ａ）から図７（ｃ）においては、説明をわかりやす
くするため、処置対象組織Ｔ１の外縁を明瞭に示している。
【００２８】
　マーキングを行う場合、ユーザはナイフ２を最大限後退させた状態で、電源から高周波
電流をワイヤ３経由でナイフ２に通電し、図７（ａ）に示すように、処置対象組織Ｔ１の
周囲の非対象組織Ｔ２に押し付ける。すると、大径部６が非対象組織Ｔ２にもぐりこんで
、大径部６の外面と接触した組織が焼灼される。ユーザが処置具１を非対象組織Ｔ２から
離すと、図７（ｂ）に示すように、マーキング痕１２０が形成される。
　ユーザは上述の操作を複数回繰り返して、図７（ｃ）に示すように、処置対象組織Ｔ１
の外縁を把握できる程度の個数のマーキング痕１２０を形成し、マーキング作業を終了す
る。
【００２９】
　従来の処置具では、マーキングに好適な長さだけナイフを突出させた状態を保持して非
対象組織に押し付けることが決して容易ではなかったため、マーキングは容易な作業では
なかった。また、略丸棒状のナイフでは先端面が小さく、作製したマーキング痕が容易に
視認できる程度に大きく形成できないことがあった。
【００３０】
　処置具１においては、ナイフ２の先端に先端部材９の貫通孔１１Ａを通過不能な大径部
６が設けられているので、ユーザはスライダ１３を最大限手元に引くだけで、大径部６の
みが先端に露出する、マーキングに好適な状態を容易に作り出すことができる。この状態



(6) JP 2010-42155 A 2010.2.25

10

20

30

40

50

で組織に押し付けても、焼灼領域が必要以上に深くなることはなく、より安全にマーキン
グを行うことができる。
【００３１】
　また、大径部６は、半球部６Ａと円柱部６Ｂとを有しているので、組織に押し付けた際
に、ナイフ２のより多くの面積が組織と接触して焼灼される。その結果、作製されるマー
キング痕１２０の大きさが適度に大きくなり、より視認しやすいマーキングを行うことが
できる。
【００３２】
　その後、ユーザは、注射針１１１を有する別の処置具を用いて、図８に示すように、処
置対象組織Ｔ１の下方に生理食塩水ＳＬ等を注入して、対象組織Ｔ１を、下方の粘膜下層
等の他の組織から浮き上がらせる。
【００３３】
　次に、ユーザは処置具１を用いて対象組織Ｔ１の周囲を全周にわたって切開していく。
ユーザがスライダ１３を押し込んで、接続部材７が先端部材９に当接するまでワイヤ３を
前進させると、シース４の前端からナイフ２が最大突出長だけ突出し、その状態を保持す
ることができる。
　チップ部１１の先端側は曲面状に形成されているので、図９に示すように、先端側が角
やエッジを有する形状の場合に比較して、処置具１の先端をより組織に近づけることがで
き、わずか数ｍｍ程度しか突出していないナイフ２であっても組織に当てつけやすい。ま
た、チップ部１１の先端側は略円弧状であるので、処置具１と組織の面とがなす角度に関
わらず、良好に組織に接近させてナイフ２を組織に接触させることができる。
【００３４】
　図１０に示すように、ナイフ２を組織に刺入した状態で、処置具１の先端を対象組織Ｔ
１の周囲に沿って移動させ、全周切開を行う。このとき、ナイフ２の基端側は先端部材９
によって径が拡大されているので、必要以上にナイフ２が組織にもぐりこむことはない。
また、ユーザは、マーカー８の位置を確認することによって、処置具１の先端がどの程度
組織内に進入しているかを容易に把握することができる。
【００３５】
　全周切開中は、図１１に示すようにナイフ２が組織内に埋没しているが、ナイフ２の先
端には大径部６が設けられており、円柱部６Ｂの基端６Ｃがエッジを有するようにせり出
しているので、図１２に示すように、大径部６が組織に係止されて不用意に組織から抜け
ることがない。従来の処置具では、ナイフを所定の長さだけ組織内に進入させたまま全周
切開を行うことは容易ではないが、本実施形態の処置具１では、ナイフ２を僅かに後退さ
せて、組織との間に間隙Ｇを形成するようにしながら全周切開を行えば、ナイフが組織か
ら不用意に抜けることもなく、より容易かつ安全に手技を行うことができる。
【００３６】
　全周切開終了後、ユーザは図１３に示すように対象組織Ｔ１を上方へ牽引してから、対
象組織Ｔ１の下方を焼灼して剥離していく。
　このとき、ユーザは、処置具１を、胃壁の面に対して略平行に移動させて切開を行うが
、図１４に示すように、ナイフ２の先端の大径部６が組織の凹凸に適度に引っかかるため
、剥離作業中にナイフ２が滑って組織から離れることがない。
【００３７】
　ユーザは上述の動作を継続して図１５に示すように剥離を進め、最終的に、処置対象組
織Ｔ１を胃壁から切除する。その後、鉗子を有する他の処置具等を用いて切除後の組織を
回収し、手技を終了する。
【００３８】
　なお、全周切開や剥離等の手技中に、焼灼した組織の一部がナイフ２に付着し、焼灼効
率が低下することがあるが、先端部材９の貫通孔１１Ａはナイフ２の外径とほぼ同一であ
り、クリアランスがほとんどないため、スライダ１３を進退させてナイフ２を数回突没さ
せるだけで、これらの組織をナイフ２からそぎ落として、焼灼性能を容易に回復すること
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ができる。
【００３９】
　また、図１５を含むいくつかの図では、内視鏡の視野を確保して手技を容易にするため
に内視鏡１００の先端にキャップ１０４を装着しているが、キャップ１０４は上述の手技
に必須ではなく、必要に応じて使用すればよい。
【００４０】
　本実施形態の処置具１によれば、ナイフ２の先端に大径部６が設けられているので、粘
膜等の対象組織に対して剥離作業を行う等の場合も、大径部６が組織に係止されることに
よってナイフ２の挙動が安定する。したがって、ナイフが滑って意図せずに組織から離間
する等の事態が発生しにくく、従来一定の熟練を要していた当該作業を含む各種手技を、
より容易かつ確実に行うことができる。
　また、大径部６を設けることによって、マーキングや全周切開等の他の手技についても
より容易かつ安全に行うことができるのは既に説明したとおりである。
【００４１】
　以上、本発明の一実施形態を説明したが、本発明の技術範囲は上記実施形態に限定され
るものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能
である。
【００４２】
　例えば、上述の実施形態においては、大径部が先端側の半球部と基端側の円柱部とを有
して形成されている例を説明したが、これに代えて、図１６（ａ）及び図１６（ｂ）に示
す変形例のように、半球部６Ａあるいは円柱部６Ｂのみによって大径部が形成されてもよ
い。また円柱部６Ｂに代えて、軸線方向に直交する断面が三角形や四角形等の角柱状に大
径部が形成されてもよい。この場合、断面によって大径部の径が変化するが、そのうち少
なくとも１箇所の径が先端部材９の貫通孔１１Ａよりも大きく設定されていれば、本発明
の効果を得ることが可能である。この他、大径部が球状や円錐状、あるいは三角柱、四角
錐等角錐状に形成されてもよい。なお、大径部を円錐状や角錐状とする場合は、底面が先
端側となるようにするとより好適にマーキング等の作業を行うことができる。
　なお、図１６（ｂ）のように、大径部が先端側にエッジを有する構成とすると、内視鏡
の作業用チャンネルと接触した際に、チャンネルの内壁を傷める可能性があるので、例え
ば、先端部材９の外径に対して大径部の径を充分小さくする等によって、大径部がよりチ
ャンネルの内壁に接触しにくくなるように、径寸法を含む大径部の各種パラメータが設定
されるのが好ましい。
【００４３】
　また、上述の実施形態では、内視鏡の先端から比較的近い位置で処置具１による手技を
行う例を説明したが、上述のように、シース４を所定の剛性を有するように構成すれば、
シース４を内視鏡１００の先端から直線状に突出させて、内視鏡１００から離れた位置の
組織に対して手技を行うことも可能である。このようにして、内視鏡の進入が容易でない
位置の組織に対して処置具１を進入させて手技を行ってもよい。
【００４４】
　さらに、本発明の処置具において先端部材は必須ではなく、シースの先端から直接ナイ
フが突出するように処置具が構成されてもよい。このように構成しても、シースの厚みや
大径部の径寸法を適宜設定して、大径部の外径をシースの内径よりも大きくすることによ
って、シース先端の端面と大径部の基端とを当接可能に構成することができる。その結果
、大径部のみがシースから露出する状態を容易に保持することができ、マーキング等が容
易な処置具とすることが可能である。
　なお、この場合は、先端部材を有する場合に比べて大径部が作業用チャンネルの内壁と
接触しやすくなるため、大径部を半球状や球状に形成する等によって、大径部が内壁と接
触しても内壁を傷めにくいように形成するのが好ましい。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
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【図１】本発明の一実施形態の処置具を示す図である。
【図２】同処置具の先端付近の拡大断面図である。
【図３】同処置具の先端付近の拡大図である。
【図４】ナイフを後退させたときの同処置具の先端を示す図である。
【図５】同処置具を内視鏡に挿入した状態を示す図である。
【図６】内視鏡の作業用チャンネル内における同処置具の先端を示す図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、いずれも同処置具を用いたマーキングの過程を示す
図である。
【図８】同処置具を用いた手技において、組織を膨隆させる操作を示す図である。
【図９】同処置具の使用時の動作を示す図である。
【図１０】同処置具の使用時の動作を示す図である。
【図１１】同処置具の使用時の動作を示す図である。
【図１２】同処置具の使用時の動作を示す図である。
【図１３】同処置具の使用時の動作を示す図である。
【図１４】同処置具の使用時の動作を示す図である。
【図１５】同処置具の使用時の動作を示す図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）は、いずれも本発明の変形例の処置具の先端を示す図である
。
【符号の説明】
【００４６】
１　内視鏡用処置具
２　高周波ナイフ（切開部）
３　ワイヤ
４　シース
６　大径部
６Ａ　半球部
６Ｂ　円柱部
９　先端部材
１１Ａ　貫通孔
１２　本体
１３　スライダ
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